
 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 議 会 定 例 会 議 案 

市 長 提 案 理 由 説 明 要 旨 

（令和７年度分追加） 

（ 令 和 ７ 年 3 月 ７ 日 提 出 ） 

 

 

 

 

新 潟 市 

 

 



 

本日提案いたしました議案のうち、令和 7 年度分の概要

につきまして、説明を申し上げます。 

 

議案第 38 号は、児童福祉法等の改正に伴い、いわゆる 

「こども誰でも通園制度」について、設備及び運営の基準

に関する条例を制定するものであり、 

議案第 39 号及び議案第 40 号は、育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の 

改正に伴い、それぞれ関連する規定を整備するものであり、 

 

議案第 41 号は、政令の改正に伴い、国民健康保険料の 

賦課限度額などを改めるものであり、 

議案第 42 号は、内閣府令の改正に伴い、特定教育・保育

施設などについて、関連する規定を整備するものです。 

 

以上、提案いたしました議案について、説明申し上げ  

ました。 

よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 


